
 

 

 

 

 

 

 

年金記録訂正請求に係る答申について 
 

九州地方年金記録訂正審議会 

令和８年３月４日答申分 

 

 

 

  ○答申の概要 

 

    （１）年金記録の訂正の必要があるとするもの     ０件 

                   

 

    （２）年金記録の訂正を不要としたもの        ２件 

 

         厚生年金保険関係       ２件 

 

 



 

 

厚生局受付番号 ： 九州（受）第 2500184号 

厚生局事案番号 ： 九州（厚）第 2500025号 

 

第１ 結論 

請求期間①について、請求者のＡ社（平成 15 年 11 月 10 日以降は、Ｂ社）における厚生年

金保険被保険者資格の取得年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間②及び④について、請求者のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額の訂正を認

めることはできない。 

請求期間③について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日及び喪

失年月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

  住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： ① 平成９年５月１日から平成 10年３月１日まで 

           ② 平成 10年３月１日から平成 11年８月 16日まで 

           ③ 平成 11年８月 16日から同年 11月１日まで 

           ④ 平成 11年 11月１日から平成 18年 11月 21日まで 

私は、Ａ社へ平成９年５月頃に入社し、３か月ほど事務職として勤務し、給与は 15 万円、

その後はＣ業務やＤ業務を業務内容として勤務し、給与は 30万円、平成 12年にＥ免許を取得

後はＦ職として勤務し、給与は 35 万円くらいだった。入社してから会社が倒産するまでは、

途中で退職することなく、継続して勤務していたので、厚生年金保険の記録を訂正してほしい。  

 

第３ 判断の理由    

１ 請求期間①について、請求者のＡ社における雇用保険被保険者記録の資格取得年月日は、平

成 10 年３月１日であることが確認できるところ、全国健康保険協会Ｇ支部の回答によると、

請求者は、同社の請求期間当時の事業主である父親（以下「事業主」という。）の被扶養者（認

定年月日は昭和 62年７月１日、解除年月日は平成 10年３月２日）であることが確認できる上、

請求者が同社における給与の振込先であったとするＨ銀行が提出したお取引明細（以下「お取

引明細」という。）によると、請求期間①において概ね定期的な現金入金の額は確認できるもの

の、Ａ社から支払われた給与であることは確認できない。   

また、事業主は、請求者はＡ社において 18 歳頃からアルバイトで勤務していたが、正式な

入社日は覚えていないと陳述している上、請求者に係る賃金台帳等の資料も保管していないと

回答しており、請求者が同社における厚生年金保険被保険者資格を喪失した後の平成 18 年 11

月 22 日付けで就任したことが閉鎖事項全部証明書により確認できる代表取締役（以下「代表

取締役」という。）へ照会文書を送付したが、「あて所に尋ねあたりません」として返送された

ことから、請求者に関する書類等を得ることができない。 

さらに、請求期間①においてＡ社における厚生年金保険の被保険者記録がある者へ照会した

が、請求者の勤務期間等についての回答は得られず、請求者も請求期間①に係る給与明細書等



                                     

の資料を所持していないことから、請求者の請求期間①における具体的な勤務実態を確認又は

推認することができない。 

   このほか、請求者の請求期間①における勤務状況及び厚生年金保険の被保険者資格について

確認できる関連資料及び周辺事情はない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が請求期間

①において、厚生年金保険の被保険者であったと認めることはできない。 

 

 ２ 請求期間②について、事業主は、請求者に係る賃金台帳等の資料は保管していないと回答し

ており、代表取締役へ照会文書を送付したが、前記１で述べたとおり返送されたことから、請

求者に関する書類等を得ることができない。 

また、お取引明細によると、請求期間②において概ね定期的な現金入金の額は確認できるも

のの、Ａ社から支払われた給与であることは確認できない上、請求者も請求期間②に係る給与

明細書等の資料を所持していないことから、各月の給与支給総額及び厚生年金保険料控除額を

確認又は推認することができない。 

   このほか、請求者の請求期間②における各月の給与支給総額及び厚生年金保険料控除額につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情はない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が請求期間

②において、その主張する報酬月額に見合う標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。   

    

 ３ 請求期間③について、請求者の雇用保険被保険者記録によると、Ａ社に係る資格取得年月日

は平成 10年３月１日、離職年月日は平成 18年 10月 31日とされていることが確認できる。   

しかしながら、事業主は、請求者は一度数か月間退職したと思う旨回答しているところ、請

求者に係る賃金台帳等の資料は保管していないと回答しており、代表取締役へ照会文書を送付

したが、前記 1で述べたとおり返送されたことから、請求者に関する書類等を得ることができ

ない。 

また、お取引明細によると、請求期間③における入金の額は確認できない上、請求者も請求

期間③に係る給与明細書等の資料を所持していないことから、請求者の請求期間③における具

体的な勤務実態を確認又は推認することができない。 

このほか、請求者の請求期間③における勤務状況及び厚生年金保険の被保険者資格について

確認できる関連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が請求期間

③において、厚生年金保険の被保険者であったと認めることはできない。 

 

４ 請求期間④について、請求者の雇用保険支給台帳全記録照会に記載されている離職時賃金日

額によると、退職日の月前６か月間（平成 18年５月から同年 10月まで）の賃金月額の平均は、

オンライン記録の標準報酬月額（19 万円及び 20 万円）を上回っているところ、お取引明細に

よると、請求期間④のうち、一部の期間については、Ａ社から請求者へオンライン記録の標準

報酬月額を上回る振込入金の額が確認できる。 

しかしながら、事業主は、請求者に係る賃金台帳等の資料は保管していないと回答しており、

代表取締役へ照会文書を送付したが、前記 1で述べたとおり返送されたことから、請求者に関

する書類等を得ることができない。 

また、請求者も請求期間④に係る給与明細書等の資料を所持しておらず、前述の雇用保険記

録及びお取引明細からは、各月の給与支給総額及び厚生年金保険料控除額を確認又は推認する



                                     

ことができない。    

このほか、請求者の請求期間④における各月の給与支給総額及び厚生年金保険料控除額につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が請求期間

④において、その主張する報酬月額に見合う標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

 

厚生局受付番号 ： 九州（受）第 2500199号 

厚生局事案番号 ： 九州（厚）第 2500026号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ法人における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

氏 名 ： 女    

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 40年生  

住 所 ：    

 

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： 昭和 62年 11月１日から昭和 63年４月１日まで    

   私は、Ａ法人において、昭和 62 年の秋から正社員となる昭和 63 年４月１日までの期間は、

産休代替のＢ職として１日８時間の常勤だったので、調査の上、請求期間を厚生年金保険の記

録に訂正してほしい。    

 

第３ 判断の理由 

 Ａ法人は、請求者の勤務期間等について、昭和 62 年 11 月 25 日から昭和 63 年１月 16 日ま

での期間はフリーＢ職、昭和 63 年１月 18 日から同年４月 23 日までの期間は産休代替職員と

回答していること及び請求者に係る雇用保険の支給台帳全記録照会によると、就職年月日の欄

に「S62/11/25」と記載されていることから、請求者は、請求期間のうち、昭和 62年 11 月 25

日から昭和 63年１月 16日までの期間及び昭和 63年１月 18日から同年４月１日までの期間に

おいて、同法人に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、Ａ法人は、社内資料の保存期間である５年を経過しているため、請求者に係

る賃金台帳や源泉徴収簿等の資料は保管していない旨回答しており、請求者も給与明細書等を

所持していないことから、請求者の請求期間に係る厚生年金保険料の控除について確認するこ

とができない。 

また、請求者が請求期間当時の住所地とするＣ県Ｄ市は、請求者の国民健康保険の加入履歴

について、資格取得年月日は昭和 62 年９月 21 日（異動事由は社保離脱）、資格喪失年月日は

昭和 63年４月２日（異動事由は社保加入）と回答しており、オンライン記録と符合している。 

このほか、請求者の請求期間における厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情はない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 

  


